
物件番号 1030 号 特約条項及び特記事項

カド山国有林

401へ林小班
10cm 12cm 22 32 42 52 62上

本数 材積 径級 樹高

調査方法 毎木（樹高曲線）
以下 ～20  ～30  ～40  ～50  ～60

（本） (m3) （ｃｍ）（ｍ）

伐採方法 皆伐
スギ 生立木 一般材 269 332 120 21 1 1 744 394.40 24 19

面積（ｈａ） 3.73
アカマツ 生立木 一般材 539 992 540 77 10 4 2,162 1,466.15 26 22

林齢（年） 65
スギ（外） 生立木 低質材 52 52 1.07 8 7

搬出期間（ヶ月） 36
アカマツＮＡ 生立木 低質材 4 65 20 4 93 28.55 18 19

契約関係 分収造林

民収分納入方法 振り込み

標準地面積（ha） －

毎木法区域面積 3.73

標準地法区域面積 －

保安林 －

自然公園 －

砂防指定 －
Ｎ計 56 873 1,344 664 98 11 5 3,051 1,890.17

車両制限 －

鳥獣保護区
他Ｌ 生立木 一般材 75 20 2 97 47.18 28 18

他Ｌ(外） 生立木 低質材 1,849 779 49 3 2,680 150.09 10 11

L計 1,849 779 124 23 2 2,777 197.27

合計 1,905 1,652 1,468 687 100 11 5 5,828 2,087.44

法令制限、その他留意事項

一般材
低質材

別

径　　　　級　　　　別　　　　本　　　　数 計 平均

・本物件は分収造林契約の候補地であり、落札者が分収造林
契約を希望する場合、契約相手の要件を満たせば、分収造林
契約を締結することが可能です。
・なお、契約に関する詳細については、当署総務グループ
（管理担当　森林整備官）までお問い合わせください。

・下流部に田畑がある林道等の通行に関し、農繁期等において農作
業に支障が生じないよう要望等があることを留意し、関係する地域
住民等と林道等の使用について調整のうえ、搬出期限内に搬出終
了してください。

・本物件は一部分収林と接しているので、作業前に区域を十
分確認し、誤伐等生じないよう留意してください。

　分収権者：平内町長

　分収割合：官収分　2割
　　　　　　民収分　8割

　保安林：指定外

　法令制限：鳥獣保護区

・近隣に他の分収造林契約があり、当該分収造林契約内に搬
出路を作設する場合は、搬出路の計画、搬出支障木の数量、
搬出支障木の買受金額も含め分収造林組合から同意書をいた
だく必要があります。本物件の公売については、分収造林組
合にあらかじめ連絡はしているところですが、あらためて買
受人が決まってから同意書をいただくことになり、この同意
書をもらえるまで所要の期間を要することが想定されます。
この手続きも含め搬出期限までに搬出終了してください。

公　売　物  件  明　細  書（立  木）
主要樹種径級別本数及び総材積、平均径級　　　

物件所在地 ・本物件は分収造林契約に基づく分収木であるため、売買代
金の納入については、官収分は国が発行する納入告知書によ
ることとし、民収分は買受者が分収権者に直接期日までに納
入することになります。（民収分延納不可）

樹  種 種  類

＜訂正後＞










